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平
和
研
修
事
業
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

町
教
育
委
員
会
で
は
、
21
世
紀
を
担
う

本
町
の
児
童
・
生
徒
を
広
島
市
に
派
遣
し

て
広
島
市
内
の
戦
争
・
平
和
に
か
か
わ
る

建
造
物
や
施
設
等
を
見
学
研
修
し
、
平
和

に
つ
い
て
の
自
覚
と
認
識
を
深
め
る
と
と

も
に
、
広
く
若
い
世
代
に
戦
争
の
悲
惨
や

原
爆
の
恐
ろ
し
さ
、
平
和
の
尊
さ
を
継
承

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
平
和
研
修
事

業
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

◇
期
間

７
月
20
日
�
〜
８
月
31
日
�
こ

の
期
間
内
に
参
加
者
各
自
で
計
画
し
、

研
修
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
参
加
者
一

同
に
会
し
て
の
研
修
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
派
遣
先

広
島
市
（
旅
行
等
出
か
け
る

際
に
、
広
島
市
の
訪
問
が
半
日
以
上
計

画
さ
れ
て
い
れ
ば
結
構
で
す
）

◇
派
遣
対
象
者

町
内
に
住
所
を
有
す
る

小
学
生
・
中
学
生
・
高
校
生
（
た
だ

し
中
学
生
以
下
の
児
童
・
生
徒
等
が
参

加
す
る
際
は
、
必
ず
18
歳
以
上
の
保
護

半
日
以
上
の
広
島
市
訪
問

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課�

（
中
央
公
民
館
内
）
�
（84）
４
４
９
１�

者
の
引
率
が
必
要
で
す
）

◇
派
遣
人
数

20
名
程
度
（
予
定
人
員
を

超
え
た
時
は
、
抽
選
に
よ
り
決
定
）

◇
費
用

▼
小
学
生
　
一
人
当
た
り
２
万

円
以
内
　
▼
中
学
生
・
高
校
生
　
一
人

当
た
り
４
万
円
以
内
を
そ
れ
ぞ
れ
町
が

負
担
し
ま
す
。（
保
護
者
等
の
費
用
は
参

加
者
負
担
）

◇
研
修
内
容

平
和
施
設
等
の
研
修
を
す

る
こ
と
で
、
平
和
に
対
す
る
学
習
を
し

ま
す
。
ま
た
、
派
遣
者
は
研
修
等
が
終

了
後
、
速
や
か
に
報
告
書
を
作
成
し
、

教
育
委
員
会
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
申
し
込
み

教
育
委
員
会
に
あ
る
参
加

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
７
月

１
日
�
か
ら
31
日
�
ま
で
に
学
校
教
育

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

キ

ャ

ン

プ

の

参

加

者

を

募

集

み
ん
な
で
楽
し
い
思
い
出
を
つ
く
ろ
う
！

町
教
育
委
員
会
で
は
、
キ
ャ
ン
プ
の
参

加
者
を
募
集
し
ま
す
。

◇
期
日

７
月
23
日
�
・
24
日
�
　
１
泊

２
日

◇
場
所

古
代
生
活
体
験
村
（
栃
木
県
安

蘇
郡
葛
生
町
）

◇
対
象

小
学
校
４
・
５
・
６
年
生

◇
定
員

25
名
（
個
人
応
募
に
限
り
ま
す
）

◇
申
し
込
み

６
月
21
日
�
か
ら
教
育
委

員
会
生
涯
学
習
課
で
受
け
付
け
し
、
定

員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。
応
募

者
多
数
の
場
合
は
、
初
参
加
者
を
優
先

入
院
し
た
か
た
は
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す

町
民
税
非
課
税
世
帯

国
民
健
康
保
険
加
入
者
や
老
人
医
療
受

給
者
で
、
町
民
税
非
課
税
世
帯
の
か
た
が

入
院
し
た
場
合
、
国
民
健
康
保
険
加
入
者

は
入
院
時
の
食
事
負
担
額
が
、
老
人
医
療

受
給
者
は
食
事
負
担
額
と
入
院
時
一
部
負

担
金
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
認
定
を
受
け
る

か
た
は
、
申
請
し
て
認
定
証
の
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

下
表
の
よ
う
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
入
院
時
の
食
事
代
は
、
高
額
療
養
費
の

支
給
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

◇
持
参
す
る
も
の
　
▼
保
険
証
▼
老
人
医

療
受
給
者
証
（
受
給
者
の
み
）
▼
入
院
期

間
が
わ
か
る
領
収
書
な
ど
（
過
去
１
年
以

内
に
91
日
以
上
入
院
し
て
い
る
か
た
）

住
民
課
　
　
　
　
　
　
内
線
３
３
７�

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
に
係
る
次

の
届
出
は
、
平
成
14
年
４
月
か
ら
、
配
偶

者
（
第
２
号
被
保
険
者
）
の
勤
務
先
の
事

業
主
を
経
由
し
て
、
社
会
保
険
事
務
所
へ

届
出
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
届
出
は
、
次
の
場
合
に
必
要
と
な

り
ま
す
。

・
第
３
号
被
保
険
者
に
該
当
し
た
（
資
格

さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◇
内
容

野
外
炊
飯
、
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ

ヤ
ー
、
耳
う
ど
ん
づ
く
り
教
室
等
（
変

更
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
）

◇
参
加
費

５
、
０
０
０
円

※
詳
し
く
は
、
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

取
得
・
種
別
変
更
・
種
別
確
認
）

・
第
３
号
被
保
険
者
に
該
当
し
な
く
な
っ

た
（
資
格
喪
失
・
死
亡
）

・
氏
名
の
変
更

・
住
所
の
変
更

住
民
課
　
　
　
　
　
　
内
線
３
３
７�

第
３
号
被
保
険
者
の
届
出
方
法
が
変
わ
り
ま
し
た

配
得
者
の
勤
務
先
の
事
業
主
を
経
由
し
て
社
保
へ

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課�

（
中
央
公
民
館
内
）
�
（84）
４
４
９
１�

食事標準負担額・入院時一部負担金�

区　　　分�

90日までの入院�住民税�
非課税�
世帯�

 90日を越える入院�
（過去12か月の入院日数）  

住民税非課税世帯で老齢�
福祉年金を受けている人�

一　　　般� 780円� 37,200円�

650円�
24,600円�

500円�

300円� 15,000円�

食事標準�
負担額�

入院時一部�
負担金�

1日あたり�
負担額�

1か月の�
負担限度額�


